EA策定ガイドライン　第Ⅲ部

Ⅲ　計画策定・管理体制と評価
1． 計画策定・管理の体制と方法
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：行政サービスを生み出すために資源を投入すること（建設国債･道路特定財源を財源とする予算の執行など）�

プロセス
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アウトプット：行政活動によって生み出される行政サービス（国道の拡幅、高速道路の延長、都道府県道の新設など）

アウトカム

：行政サービスが国民生活及び社会経済にもたらす効果（渋滞の解消による平均走行速度の増大、交通事故死者数の減少、騒音の低下など）
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　本節では、これまで概説してきた業務・システム最適化計画を実際に策定・管理する段階で必要となる典型的な体制及び方法について概説する。

（１）　管理体制の大枠
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必要性

　　ア当該政策の目的が，国民や社会のニーズ又はより上位の行政目的に照らして

妥当か。

　　イ行政関与の在り方からみて当該政策を行政が担う必要があるか。

(2)

効率性

　　ア当該政策に基づく活動に投入された費用等に見合った効果が実際に得られて

いるか，又は投入される費用等に見合った効果が得られる見込みがあるか。

　　イ当該政策において求める効果を，より少ない費用等で得られないか。

　　ウ当該政策に基づく活動に投入された，又は投入される予定の費用等により，

より大きな効果が得られる活動が他にないか。

(3)

有効性

　　

当該政策に基づく活動により，期待される効果が実際に得られているか，又は

得られる見　込みがあるか。

(4)

公平性

　　

当該政策の目的に照らして，当該政策の効果の受益や費用の負担が公平に分配

されている　か，又は分配されるものとなっているか。

(5)

優先性

　　

当該政策を他の政策よりも優先的に実施すべき理由があるか。


業務・システム最適化計画を的確に策定するためには、業務を行う現場と、計画を策定するＣＩＯ補佐官スタッフとの連携、及びその両者を統合的に監督する者を含む体制の明確化が不可欠である。主要な関係者は以下のとおり。

1 　事業スポンサー

[image: image8.wmf]環境分析

CSF

アクションプラン

コントロール目標

政策・業務体系

（

Business Architecture

）

現状（

As

ー

Is

）

次期

理想（

To

ー

Be

）

PRM

BRM

データ体系

（

Data Architecture

）

ビジョン・ミッション

適用処理体系

（

Application Architecture

）

技術体系

（

Technology Architecture

）

SRM

TRM

DRM

理想（

To

ー

Be

）

理想（

To

ー

Be

）

理想（

To

ー

Be

）

理想（

To

ー

Be

）


業務・システム最適化計画の策定・実行の最終責任者であり、その必要性を関係者に説明して、予算・体制を確保し、また、事業の評価結果を確認する。通常、各府省ＣＥＯ、若しくは、ＣＥＯの命を受けて業務・システム最適化計画の導入と省内業務への反映に責任を持つ官房担当部局がその役割を担う。ＣＥＯは、事業スポンサーチームを形成し、以下の作業を行う。

· 「業務・システムの概要及び見直しの方向性」の決定（ＥＡ導入の決定）

· 「最適化工程表」（最適化事業プログラム（＝「ＥＡの開発・利用」）の承認と必要な予算及び人的資源の獲得

· 各年度の新規及び継続個別案件（個別システム開発・運用プロジェクトに係る資源の承認）の承認と必要な予算及び人的資源の獲得

· 実施された最適化事業及び個別案件の評価
· ＣＩＯやＣＩＯ補佐官が自由にできる調査費の確保、現場とのコミュニケーションの協力の指示
事業スポンサーチームは、本来はＣＥＯの指示の下、単独の課室により構成されることが望ましい。しかし、実際には、予算資源や人的資源の配分、政策のプライオリティ付けなどそれぞれの作業が、会計課、人事課、企画課などことなる部局で担当されていることが多い。このため、実際には、これらを上手に束ねながら作業をしていくことが必要となる。

2 　最適化事業管理オフィス（プログラム管理オフィス）　
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業務・システム最適化計画の策定及び実行管理を担当する。ＣＩＯの下、ＣＩＯ補佐官とそのスタッフ、及び、情報システム企画部門からなる。

ＣＩＯ補佐官とそのスタッフは、業務・システム最適化計画の策定・管理及びその活用支援を業務とする。具体的には、以下の業務を行う。

· 「業務・システムの概要と最適化の方向性」を、事業スポンサー及び情報システム企画部門と共同で策定

· 業務・システム最適化計画の各成果物の作成。

· 計画の策定に有意義な参照モデル、海外の先進事例などナレッジポータルに蓄積された知見の維持・管理、計画策定への反映

· 業務現場に対して、機能構成図（DMM）など業務・システム最適化に必要なノウハウをコーチし、その策定を支援

· 策定された業務・システム最適化計画の、各個別案件への反映、及び、同計画の維持管理

· 各個別案件のプロジェクト管理（調達仕様書作成、開発監理、評価など）全般の支援

また、最適化事業管理オフィス全体は、各個別案件に必要な予算計画の立案、獲得された予算の配分及び執行管理、並びに、成果評価などの実務を行う。最適化計画の策定・実行は、各個別案件を統合し、全体最適を図るプログラムに該当する。これに対し、最適化計画を踏まえて個々のシステム開発・運用を行うのが、プロジェクトに該当する（図３－１）。
[image: image11.wmf]全体最適と個別最適の調整（全体的優先課題）
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図 3-1  プログラム管理とプロジェクト管理

【プログラム】
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【プロジェクト】

情報システム企画部門がある場合、最適化事業管理オフィスの中で、ＣＩＯ補佐官と情報システム企画部門が一体的に業務にあたる場合もあれば、ＣＩＯ補佐官は業務・システム最適化計画の策定と管理を担当し、予算の獲得・配分及び執行管理、分析・評価は情報システム企画部門が担当するというように切り分ける場合もある。

ＣＩＯ補佐官は、ＣＩＯに直結して業務及びシステムの双方を見渡す立場からプログラム管理に当たるのが理想である。他方、情報システム企画部門は、あくまでもシステムの観点から予算や人的資源の管理を行っており、組織内の業務管理の観点からの予算や人的資源の管理は、官房内の企画課、政策評価課などその他の課が担っているため、両者が理想的にカバーしあう領域がずれている。このため、両者の協業スタイルが組織によってある程度異なるのは、やむを得ないと考えられる（図3-2）。
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3 システム開発事業担当（プロジェクト担当）
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各システム開発・運用案件は、通常、一つの組織の中で複数プロジェクトが走る。各プロジェクト担当は、業務・システム最適化計画の成果に基づき、個々の業務・システムの企画、若しくは、それが既に不要な段階にある場合には具体的な調達仕様書の作成を行う。また、開発時点では、当初設定した予算、スケジュール、品質レベルを確保しながら、設計、開発、運用を行わなければならない。

各個別案件には、担当責任者が置かれ、プロジェクトマネージャーとしてこれらの作業を監理する。その際には、最適化事業管理オフィスと緊密なコミュニケーションをはかりながら、業務現場の職員の参画、意思決定を求めるだけでなく、実際の開発にあたるITベンダーの監理も行う（図3-3）。
図3-3 ＣＩＯ、ＣＩＯ補佐官と現場の関係　
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（２）ＣＩＯ及びＣＩＯ補佐官
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ここでは、ＥＡ導入後のＩＴ投資管理の鍵を握るＣＩＯ及びＣＩＯ補佐官について概説する。

1 ＣＩＯ　（情報化統括責任者）
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ＣＩＯは、システムの導入側面から業務改善、行政サービス向上の成果に最終的な責任を持つ、最適化事業管理オフィスの最終責任者であり、最適化事業スポンサーとの間の調整についても責任を持つ。通常、各組織でも責任的な地位にある幹部職員が担当する
。各府省では、ＣＩＯ連絡会議を構成するＣＩＯがその任に当たることとなるが、加えてＣＩＯを業務の側面から支えるスタッフ、すなわち、ＣＥＯの命を受け最適化事業スポンサーとして事実上働く者を明確にしておくことが重要である。

我が国の場合、ＣＩＯを業務の側面からサポートする最適化事業スポンサーは、大臣官房で総合的な企画・調整を担当する企画課・文書課のようなセクションと、予算資源管理・配分を担当する会計課、政策評価を胆とする政策評価関連課などに分散して存在することが多い。このため、これらセクションに跨って、最適化事業スポンサーとしてその内容にコミットする者を明確にし、「業務・システムの概要及び見直しの方向性」について明確な審査と合意を与えるスタッフを組織内で明確にしておかなければ、最適化事業の管理もおぼつかなくなる。

このため、最適化計画の策定・導入というプログラムを開始するに当たっては、プログラム内外の関係者及びそれぞれの責任関係をプログラム合意書（プログラム・チャーター）という形で明確化することが望ましい。プログラム合意書（プログラム・チャーター）の実例については、付録Ⅲ-Aに添付する。

我が国においても、徐々にニューパブリックマネジメントへのシフトの流れができつつある。平成１５年度の経済財政諮問会議においても、予算制度改革のモデル事業として、事後の成果評価に重点を置きつつ、予算執行の柔軟な運用を目指す試みが始められている。このため、業務・システム最適化計画の策定・実行に当たっても、今後は、投資評価のプロセスを各府省が情報システム部局とは独立した業務・システム全体を見渡す観点から行う機能を強化することが望ましい。

また、業務・システム最適化の効果測定には、ＥＡが提供する政策・業務体系での整理、データ体系及びこれらに基づく業績評価参照モデルの活用が不可欠となってくる。このため、ＣＩＯは、ＣＥＯをはじめとする事業スポンサー側に対しても、業務・システム最適化計画の内容を十分に理解させ、それぞれの政策評価書と連動させていくよう努めることが必要となる。　　　　　

②　ＣＩＯ補佐官
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ＣＩＯ補佐官は、その名のとおりＣＩＯを補佐し、業務・システム最適化の具体的内容を責任を持って立案し、その実行についてＣＩＯを専門的見地から補佐する役割を担う。最適化事業管理オフィス（プログラム管理オフィス）において、業務・システム最適化計画に関する事実上の責任者となる。同オフィスは、ＣＩＯ補佐官の指示の下、

· 「業務・システムの概要と見直しの方針」の素案づくりと事業スポンサーへの必要な助言

· 同方針に基づく業務・システム最適化計画の具体的内容の策定

· 最適化計画に基づく調達契約、開発作業の監理など調達管理

を行う。なお、

· ＣＩＯ補佐官及びそのスタッフのオフィスを情報システム企画部門との関係

· 両者からなる最適化事業管理オフィスの各組織における位置付け

については、各府省の組織文化や状況によって答えが異なってくるが、多くの場合、システム管理部門若しくは政策評価部門に置くことが自然ではないかと思われる。いずれの場合でも、ＣＩＯ補佐官も、企画官以上の管理職以上に準じる者として、各府省官房機能の中に位置付けを得ることとなると考えられる。

ＣＩＯ補佐官は、ＣＩＯの下で、業務・システム最適化事業のために獲得された予算及び人的資源の配分・執行に責任を持つこととなる。このため、各組織の職員若しくは各組織の立場で自ら責任を持つことの出来る者であることが必要である。他方、業務・システム最適化計画の内容について、専門的な知見に基づき事実上の責任を持つため、相当高度な専門性を有することが期待される。このため、通常は、この分野に通じた外部専門家を何らかの形で職員として採用することが望ましい。その方法としては、官公庁の場合、中途採用、任期付職員、官民交流職員又は法的責任関係の明確な技術顧問等が考えられる。

参考まで、ＣＩＯ、ＣＩＯ補佐官、情報システム企画部門の部門長及び各業務部門長の役割分担は以下のように整理できる（図3-4）。

図 3-4  ＣＩＯ及びＣＩＯ補佐官及び情報システム部門長並びに各業務部門長の関係
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このように、ＣＩＯ補佐官は、ＥＡの策定・利用の事実上のリーダーであると同時に、情報システム部門長を補佐して、現場のプロジェクト管理の支援も含めたプログラム管理を実践する役割にを担う。いわば、情報システムの調達管理の専門家のキーマンとなる。

こうした業務を実践するため、CIO補佐官候補者には、以下のような能力が求められる。

· ＩＴの技術はもとより、業務自体の改革や合理化にも通じている。

かつ、

· それを情報システムに落とした際に技術的に生じる課題を的確に予測できる能力を持つ。

具体的には、

· 　数百人単位の大規模な開発チームを指揮していたトップクラスＳＥ

· 　大規模システムの監査、開発指導を行ってきたトップクラスコンサル

· 　自治体等調達コンサルで実績を上げてきたベンチャー企業のトップＳＥ

などと同等以上の能力の持ち主が適切である。

また、将来異なるＩＴベンダーを活用する可能性、及び、政策的な知的資産として広く活用すべき必然性を考えれば、業務・システム最適化計画の表記方法や作成方法から特定企業の方法論や属人的な方法論を排除し、極力相互参照性の高い者とすることが重要である。このため、米国連邦政府でも用いられているEAに通じ、政府が公式にガイドする方法論を修得しているという意味で、

· 政府が推奨する共通の方法論を修得している専門家

であることが必要である。

なお、CIO補佐官若しくはそのスタッフを輩出した企業に受注制限をかけるかどうかという課題が提起される場合がある。

ＣＩＯ補佐官が出身企業を辞め、公務員として就職し、公務員と同等の責務が課せられている場合は、本人に必要な守秘義務等が課せられているため、出身企業に特段の受注制限を課す必要はないと考えられる。

ＣＩＯ補佐官若しくはそのスタッフを所属企業における身分を切らずに役務提供契約に基づいて受け入れる場合は、当該企業に一定の受注制限が課せられるのはやむを得ない。

この場合でも、EAは、個々のシステム開発とは関係が無く、また計画の成果物も本来公開されるべきものであるため、最適化計画の策定自体に携わっている限りは、受注制限を検討する必要はない。しかし、最適化事業管理オフィスの業務のうち、システム開発の仕様書の作成や評価など個々のシステム開発・保守プロジェクトの評価・助言などに関わる場合については、当該システム開発・保守案件については一定の受注制限が必要となると考えられる。詳細は、当該業務の内容やシステムの性格などによっても異なると考えられることから、組織毎にあらかじめルールを明確にしておくことが望ましい。

③　組織横断的なCIO補佐官
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各組織における業務・システムの最適化ばかりでなく、組織横断的な業務・システム最適化を行う場合には、各組織毎に置かれるCIO補佐官とは別に、組織横断的なＣＩＯ補佐官を置くのも一案である。

組織横断的なＣＩＯ補佐官は、

· 必要に応じて組織に横串を指すようなEAを立案するとともに、

· 各組織が業務・システム最適化計画を策定する際に共通に参照できる各種参照モデルを作成する

ことが期待される。また、組織横断的なEA若しくは参照モデルに照らして、

· 組織横断的に最適化の効果を検証する

ことも、重要な役割となる。

こうした組織横断的なＣＩＯ補佐官に求められる資質は、各組織に置かれるＣＩＯ補佐官と大きく変わることはないが、各組織のＣＩＯ補佐官の置かれた状況と課題を効率的に理解し、コーチングできるという意味では、更に経験値の高い人材が当てられることが望ましい。

補注：日本政府におけるＣＩＯ及びＣＩＯ連絡会議について


2002年11月1日開催の各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議)の決定事項の概要以下のとおり。
2002年9月のＩＴ戦略本部の会議において了承された、各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議は、１１月１日に第一回会議を実施し、以下の点について決定している。政府レベルでのＩＴ化推進の実質的責任者であるＣＩＯが各府省ごとに任命され、そのＣＩＯが集まって行政レベルの統一的情報化を実施するための第一歩となった。そのミッションおよび体制等は以下のとおりとされている。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
ＣＩＯ連絡会議について
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部令（平成１２年政令第５５５号）第４条の規定に基づき、関係行政機関相互の緊密な連携の下、政府全体として情報化推進体制を確立し、行政の情報化等を一層推進することにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化、信頼性および透明性の向上に資するため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部に、各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議（以下「連絡会議」という。）を置く。
１．設置の趣旨
電子政府の実現に向け、政府全体としての情報化推進体制をより強固なものとし、行政の情報化等を一層推進するとともに、併せて業務改革を実現ＩＴ戦略本部の下に各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議を設置（従前の行政情報化推進各省庁連絡会議を発展改組）する。
２．任務
①行政情報化に係る共通課題に対する基本方針等の検討、決定（業務改革、各府省情報化推進計画の策定等）
②各府省の情報化の進捗状況の把握・評価、総合調整
③各府省の情報化のうち、重要な事項の情報共有（先行事例の報告）
④e-Japan 重点計画に盛り込むべき課題の抽出等
３．構成員
連絡会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長は、必要があると認める場合は、構成員およびオブザーバーを追加することができる。
議長：内閣官房副長官補
副議長：総務省行政管理局長
構成員：各府省のＣＩＯ
（オブザーバー：衆議院、参議院、最高裁、会計検査院、日銀）
内閣法制局総務主幹
人事院総務局総括審議官
内閣府大臣官房長
宮内庁長官官房審議官
警察庁情報通信局長
防衛庁防衛参事官
金融庁総務企画局長
総務省大臣官房長
公正取引委員会事務総局官房審議官
公害等調整委員会事務局長
法務省大臣官房長
外務省大臣官房長
財務省大臣官房総括審議官
文部科学省大臣官房長
厚生労働省大臣官房長
農林水産省大臣官房長
経済産業省事務次官
国土交通省総合政策局長
環境省大臣官房長
オブザーバー
衆議院事務局庶務部長
参議院事務局庶務部長
最高裁判所事務総局総務局長
会計検査院事務総局次長
日本銀行理事
４．連絡会議に幹事会を置く。幹事会は関係機関の職員で議長の指名する官職にあるものによって構成する。
５．連絡会議の庶務は、総務省行政管理局の協力を得て、内閣官房において処理する。
６．前各項に掲げるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

（３）　プログラム管理とプロジェクト管理


ここでは、ＥＡ導入後留意されるべきプログラム管理とプロジェクト管理の内容及びその関係について概説する。

①　プログラム管理


プログラム管理は、ＣＩＯ補佐官や情報システム企画部門等からなる最適化事業管理オフィスが行う業務である。まず、最適化計画そのものを策定し、事業スポンサーに承認を受けるとともに、最適化計画で定められた全体の方向性に即し、

· 本年度行うべき新規及び継続プロジェクトの決定＝事業の定義

· 予算獲得、体制整備、契約戦略も含めた事業の実施

· 実施された事業の評価

を円滑に実践し、管理することをいう（図3-5）。

後述するプロジェクト管理が、綿密な工程管理をベースとした各個別プロジェクト管理を実践するのに対して、プログラム管理では、ＩＴ投資に関わる全体的な計画の立案と評価、及びそれに基づく資源配分計画の策定と承認が主たる業務となる。

最適化事業管理の実践では、第一に、最適化計画の策定を行う。

まず、ラフな政策・業務分析を行うとともに、海外の先進事例等を参照しつつ、「業務・システムの概要及び見直し方針」の原案を策定する。これについて、事業スポンサーに諮って調整を行った上で、最終的に計画として承認を受ける。次に、この「方針」に基づき、具体的な業務・システム最適化計画の策定作業に入る。その際、個々の計画の成果物を作成し、理想（ToBe）や移行計画を明らかにするばかりでなく、優先的に行うべきプロジェクトの選定やシステムの調達単位など、最適化工程の案もあわせて策定し、それら全体について、事業スポンサーに図って調整を行った上で、最終的にプログラムとして承認を受ける。

第二に、策定された計画に基づき、最適化事業管理を実践に移す。最初に、各翌年度において実現すべきシステム調達案件の選定、システムを調達する際の外部事業者の活用戦略、契約戦略など各プロジェクト全体に共通する資源活用戦略を規定する。全組織的に戦略的アウトソーシングを活用するなどの場合は、この時点で、具体的な内容を固める。次に、それに基づき、組織単位で、来年度に向けての予算獲得交渉、内部の体制整備が行われる。各プロジェクトの実施年度では、個別プロジェクトの担当者の任命、事業合意書、プロジェクト合意書（プロジェクトチャータ）の作成が行われ、各プロジェクト担当によって当該年度の作業が開始されることとなる。

第三に、個別プロジェクトが具体的に動き始めたら、個別プロジェクトからは離れた視点から、組織全体としてのＩＴ投資のパフォーマンスを評価する。また、個別プロジェクトから得られた知見や反省を、業務・システム最適化計画の更新や次世代の事業企画に反映させることとなる。



なお、プロジェクト合意書を作成する際には、プロジェクト担当部署は、事業関係者の合意をえるために業務・システム最適化計画事業実施合意書を作成することが望ましい。

この合意書は、各プロジェクトの目的、主要成功要因、目的達成度評価、主要リスク要因、効果分析指標の仮設定を行う。さらに現状の抽象化分析を行った具体的な機能構成図（DMM）、機能情報関連図（DFD）などの次期モデルの成果物を基に、開発・運用すべき内容の骨格を明記する。これは、各プロジェクトが具体的なシステム開発・運用の発注仕様書を作成する際の基本的枠組みとなるだけでなく、各プロジェクトの成否をプログラム管理として評価するための土台となる。

こうしたプログラム管理が機能することによって、個々のＩＴ投資プロジェクトが組織全体に与えた影響のフィードバック、中間時点での外部環境、ＩＴ技術の変化等に対応した、自ら学習し成長するＩＴ投資プロセスが実現することとなる。その機能は、プロジェクトの選定に関わるプロジェクト間のポートフォリオ管理、予算資源の調達や契約に関わる戦略の強化や、個別のＩＴ投資の評価など、既存の情報システム関連課の機能を強化する。

②　プロジェクト管理


プロジェクト合意書の案を作成し、プログラム管理を担当する最適化事業管理オフィスと合意をした上で、

· 発注仕様書の作成、契約

· プロジェクトマネジメント技法に基づくシステム開発・運用の監理

· プロジェクト全体の評価

を円滑に実施し、管理することをプロジェクト管理といい、業務の現場でシステム開発の責任をとるべき者がこれを行う。全省共通的なシステムであれば、情報システム企画部門が直接担当することもあるし、特定業務専用のシステムであれば、それぞれの業務部門が担当することもある。

最近では、ＥＶＭ（最適化計画Earned Value Management）と呼ばれるプロジェクトの進捗状況を定量的に評価する手法の導入など、最新のソフトウエア工学の成果を活かしたソフトウエア開発監理の導入が進んでおり、例えば、米国では、ＥＶＭによる計測結果が、コスト、スケジュール、パフォーマンスの面で目標値を１０％以上上回った場合はプロジェクトを直ちに停止し関係部署の代表者によるレビューを行い、開発業者との契約を取り消すことも含めた対策を行うよう勧告するに至っている。
情報システムは、その他の物品や公共工事の調達などと異なり、発注仕様書をいかに厳密に詰めても、必要な工程及びシステムの全容を開発前に全て特定することが難しいとの特徴を持つ。このため、開発契約の前段階において、可能な要素を効果的に特定するための最適化計画的な作業を重視するとともに、具体的なシステムの仕様や作業の進め方については極力現場に自由度を与えることが重要となる。

現場に自由度を与えつつ成果管理を事後評価中心で行っていくためには、複数年にわたるインセンンティブ付き契約などを積極的に組み合わせつつ、契約開発開始後の開発工程管理を強化したり、発注仕様書に書ききれない課題が発生した問題に対する対応についてのサービスレベルアグリーメント(SLA)の積極的活用等、開発監理を効率的に行うための手法を積極的に活用していくことが必要である。

我が国でも、真に効果的・効率的な情報システムの調達を実現しようとする場合、調達先決定プロセスの改善だけではなく、調達管理の適正化が重要となる。調達先決定後のプロジェクトマネジメントの徹底により、プロジェクトの進捗状況をコスト、スケジュール、パフォーマンスの面で管理するなど、調達管理の適正化を進めていくことが不可欠となるだろう。

補論：Earned Value Analysisについて


アーンドバリュー分析(Earned Value Analysis)は、プロジェクトの成果を測定するマネジメント技法である（詳細は補注を参照）。EVM(Earned Value Management)とは、作業の達成量（Earned Value）を金銭表現したものを使ってプロジェクトの進捗状況（コストとスケジュール）を定量的に計測する進捗管理技法のことである
。この作業の進捗状況（コストの実績（Actual Value）および作業実績（Earned Value））について、プロジェクト開始当初の作業計画値(Planed Value)との乖離が常に明らかになることで、①開発者側の発注者側に対するアカウンタビリティが向上し、②開発者側、発注者側双方のリスクマネジメントが可能となる。この技法は、プロジェクトの範囲、コスト、スケジュールの成果を統合した分析を可能にする。次頁に、ＥＶＭの概念図（図3-6）を示す。
プログラム・マネジャーは、主要なマイルストーンで評価することによりコストとスケジュールの相違、つまり将来予測される超過コスト、スケジュール遅れを早期に対応することが可能となる。このためプロジェクト計画には、以下の事項を考慮する必要がある。
· 全ての主要なマイルストーン
· それぞれの主要なマイルストーンでの予算比率／累計予算
· それぞれの主要なマイルストーンの開始／終了予定日
· それぞれの主要なマイルストーンでの出来高
· 総投資予算
· プロジェクトの開始／終了予定日
図3-6　ＥＶＭの概念図
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  また、ＥＶＭについては、米国防省が国防産業等と３０年間の協力のもとで作成し、調達規則として採用(国防省調達規則5000.2-R)。現在では米国、カナダ、英国、スウェーデンでの国内規格として設定（例えば、米国では１９９８年にANSI(米国規格協会)による標準規格となっている。）され、将来のグローバルスタンダードの一つとして有力なものとなっている。
　例えば、下記のように、あるプロジェクトの作業計画およびプロジェクト開始１か月後の進捗状況を想定してみると、次のとおり。（日経ＩＴプロフェッショナル６月号（２００２年　日経BP社）などを参考に作成。）

· 作業計画

· 第１フェーズ　１人月

· 第２フェーズ　２人月

· 第３フェーズ　２人月

　　⇒１人月100万円のSE１人で、５カ月で完了

　　　プロジェクト全体の予算（契約金額）　＝500万円

· プロジェクト開始１カ月後の進捗状況

· 内部コスト80万円のSEを１人配置。

· １カ月後に、第１フェーズの50％のみを完了

上記の場合において、

· このプロジェクトは黒字か否か、さらに、その額はいくらか。

· 作業がスケジュール通り進捗しているかどうか、さらに、納期を守るためには開発要員をどの程度増やす必要があるのか。

等については、ＥＶＭの活用により、容易に把握し必要な判断を行うことができる。

1 プロジェクト全体の予算（BAC）  500万円（100万／月×５カ月）

2 出来高の計画値（PV）           100万円（BAC÷５カ月×１カ月）

3 出来高の実績値（EV）            50万円（PV×50%）

4 コストの実績値（AC）            80万円（80万／月×１カ月）

5 この期間の作業効率（SPI）           0.5（EV÷PV）

6 この期間のコスト効率（CPI）       0.625（EV÷AC）

7 最終的なコスト予測（EAC）     800万円（AC+（BAC－EV）÷CPI）


8 コスト予測差異     　　　　　　　▲300万円（BAC－EAC）⇒赤字
9 プロジェクト予想完了期間       １０カ月（５カ月÷SPI）⇒５カ月の遅れ
10 納期遵守のために必要な要因   2.25人（(BAC－EV)÷(BAC－PV)÷SPI）
　　　                               　　　 ⇒同格のSEを1.25人投入することが必要。
（４）　セキュリティ管理体制

ＩＴの普及に伴い、近年、情報システムセキュリティ関連の課題が急増しつつある。国民の個人情報や企業秘密に関わる情報を多く預かる電子政府システムでは、一層、セキュリティ対策の強化が必要となっている。さらに、電子申請における公的認証、電子保管公文書の正当性の担保手段としての電子的公証などのとりあつかいや、社会的基盤化されたシステムのウイルス対策、継続運用体制の確立などの課題がある。

このため、最適化事業管理オフィスでは、最適化計画を立案する際に、情報セキュリティに強いシステム構造となるよう、十分配慮した計画の立案を行うことが必要である。また、技術参照モデルなどで推奨する技術を選定する際にも、ＩＳＯ１５４０８に基づくセキュリティ評価・認証スキームで認証された安全な製品技術を採用したり
、ＣＲＹＰＴＲＥＣのスキーム
で認証された強度の確かな暗号を採用するなど、各府省の申し合わせ
た政府調達の基準に即して、確かな技術を採用することが必要である。また、こうしたシステムの内容ばかりでなくそれを使うユーザたる業務管理面まで踏み込んだ、セキュリティポリシーを策定し、それを実効のあるものにするための外部監査の導入などに積極的に取り組んでいく必要がある。

米国においても、２０００年に制定された政府情報セキュリティ改革法ではより高度でコストパフォーマンスが高いセキュリティを常に維持するために、各府省はセキュリティ分野のさまざまな技術等を開発・導入することが義務づけられた
。これらの対策を十分に行うための方針、規則、ガイドラインの整備をするだけでなく、実効のあるものにするために各府省はセキュリティの自己評価を十分に行い新たなるＩＴ投資を行う場合には必ずセキュリティのアクションプランを策定し、予算化することが要求される。
また、１９９８年の障害者リハビリー法
に準拠することも求められ、具体的には、ペーパーワーク削減法
にもとづいて、それを達成するための種々の活動やイニシアチブなどを導入する際には十分に事前評価を行い、障害者のアクセスが阻害されないようにすることを義務づけている。我が国においても、積極的にこのような課題に取り組んでいくことが期待される。

補注：予算申請に対する質問事項


米国政府では、２００３年に作成される２００４年度予算申請にセキュリティの自己評価を強制化している。我が国でも参考になると思われるのでその内容を紹介する。

· 本プロジェクトに、どのようなセキュリティが用意されて、予算措置が講じられているか。（例えば、一般的なサポートシステム／ネットワークを通してプログラムオフィスまたは ＣＩＯ によってなど）

· ２００４年度にセキュリティに割り当てられているトータル予算額は？

· プロジェクト（システム／アプリケーション）は政府情報セキュリティ改革法令(the Government Information Security Reform Act)、ＯＭＢ政策と NIST ガイダンスのセキュリティ要求事項を満たしているか。
（１） 本プロジェクト（システム／アプリケーション）にはＯＭＢ政策と NIST ガイダンスの要求事項を満たす最新のセキュリティ計画があるか。計画年月日を示せ。

（２） 本プロジェクトは承認された評価・認定 (certification & accreditation) プロセスをとっているか。 C&A(Certification & Accreditation)のために使用した方法論（例えば、NIST ガイダンス）および最終のレビュー日付を示せ。

（３）マネジメント、運用および技術的なセキュリティコントロールの有効性をテストしたか。最新のテスト日付を示せ。

（４） 全てのシステムユーザはこれまでに行為規則と規則違犯の結果に関する研修を受講しているか。

（５） どのように侵入検出モニタリングと監査ログレビューを含めて発生事件処理能力がシステムに組み込まれているか。事件を ＧＳＡ のFedCIRC に報告するようになっているか。

（６） 府省内または外部委託先で外部委託者によって操作されているシステムがあるか。ある場合には法律と方針によって必要とされる特定のセキュリティ要求事項が契約に含まれているか。どのように外部委託先のセキュリティ手続が貴府省によってモニタされ、検査され、妥当性が検証されているか。

· 一般大衆のアクセスを促進または認可するシステムのプライバシーを守ることを、どのように貴府省はセキュリティコントロールと認証ツールを効果的に利用して確保しているか。

· 貴府省は、個人情報の扱いが、関係府省間と貴府省の方針が整合性のとれたものであることをどのようにして確認しているか。

· もしプライバシー インパクト アセスメントが行われているならば、ＯＭＢ にコピーを提出すること。
補注：ＮＩＳＴが推奨するセキュリティ自己評価ガイドライン


NISTのガイダンスの一つにセキュリティの自己評価のガイドラインがあり、この評価を毎年行い、セキュリティのアクションリストを作成することが要請されている（表3-1）。

表 3-1　セキュリティ対応成熟度

	成熟度
	概要
	内容

	１
	方針策定
	セキュリティは、トップマネージメントからの明確な意思表示がされて初めて末端にまで浸透する。そのためにセキュリティに関わる方針が示される必要がある。
態勢としては、情報資産オーナーと利用者、情報資源管理者、運用担当、経営者、セキュリティ担当のセキュリティ責任、権限、行為が明確にされた方針が策定され承認されていること。

	２
	手続作成
	情報資産に対するリスクの認識と評価を基に、リスク管理の手続が書面で作成され、経営者の立場が明確に示され、さらに具体的に５Ｗ１Ｈを示したガイドラインが作成されているか、その予定があること。手続にはセキュリティ責任と期待される行為が明確に示されていること。そのためにはリスクシナリオを仮説として作成済みの状態である必要がある。

	３
	手続、コントロール導入
	ユーザや情報資産オーナーに対してセキュテティ方針、仮説を基に作成した手続規程、行動指針が配布され、セキュリティの自動モニタリングの仕組みも組込みはじめる。そして定期的にセキュリティ責任を周知していることを確認し始める。
　　運用記録としてのシステムログのレビュー、不当侵入テスト、内部検査、外部監査等の方針を作成し、セキュリティ手続が意図したとおりに動いているかサンプル的に確認するレベルのテストを行い規程、ガイドライン類の最終調整を行う。
企画、開発、運用、保守から廃棄までシステムライフサイクルを通したセキュリティ対策が作成され、システムの運用やリスク管理の規程を担当役員が正式に承認する。
セキュリティに関わる職務記述書が作成され、従業員の教育が個別に計画され、導入、維持、評価されている。

	４
	手続、コントロールの定常的モニタリングとしてのテストと評価
	　定常的モニタリングとしての評価が行われ、セキュリティ方針、手続、コントロールの有効性、十分性が確認されている。
　特に大規模システム改訂時には必ず自己評価を行うこと.最低どのような手続も３年に一回は自己評価すること。

自己評価には、不当侵入テスト、ネットワーク上のメッセージのスキャン、ルーターやファイヤーウオールなどのセッティングのレビューなども含まれる。また、セキュリティ事故報告を定期的にレビューすることや緊急事態の報告体制も含まれる。
定期的に役員に自己評価報告があげられ、対応策が適時にとられていること。

	５
	統合化された手続、コントロール
	組織の文化の一つとしてセキュリティ対策が位置付けられた状態
意思決定がコスト,リスク、ミッションに与える影響を考慮して行われる。

知識ポータルを活用した継続的な環境分析と対策が組織全体で行われている.

組織全体をカバーするコストパフォーマンスのよいセキュリティ施策がある。
情報資産に対してセキュリティ対策が組込まれている。
セキュリティの脆弱性は理解され管理されている。
脅威は継続的に評価されセキュリティ環境の変化に対応してコントロールが適用されている。
必要性が生じたときにコストパフォーマンスのよいセキュリティ対策が考えられる。
セキュリティ対策の費用対効果は詳細に測定されている。
セキュリティ対応のレベルを示すマトリックスが作成されている。


2． 評価の方法


（１）　行政評価とニューパブリックマネジメント


①　背景と趣旨


2002年4月に「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（以下、政策評価法）が施行された。内閣府の政策評価基本方針では、以下のことを目標と示している

· 国民に対する行政の説明責任を徹底

· 国民本位の効率的で質の高い行政の実現

· 国民的視点に立った成果重視の行政への転換

· 内閣府本府における政策相互の適切な連携・融合の一層の推進

行政評価は、民間企業の経営理念や経営手法を公的部門にも導入し、経営学的なアプローチにより公的部門を効率化、活性化することを目的としたニューパブリックマネジメント（NPM：New Public  Management）の流れにそって取り入れられたものである。NPMと総称している具体的な改革の取組には、以下のものがある。
· ・　業績測定評価によるコントロール（現業部門の裁量は拡大）
· ・　市場原理、競争原理の導入
· ・　顧客主義（行政サービス主義）
· ・　組織の改革（ヒエラルキー構造の簡素化）施中止
行政評価は、上記のNPMの改革のひとつである「業績測定評価によるコントロール」に該当する。各府省でのこの改革の導入には、従来の業務の流れのなかに

ⅰ）　民間企業と異なり業績測定評価を行うための指標が未確立

ⅱ）　計画（Plan）→実施（Do）→評価（Check　＆　Action　）ではなく、計画→実施→計画というマネジメントサイクルとなっている。

このため、業績達成度を行政機関が自らの評価し、それを自らの経営に役立てるため、指標や評価手法を含めた行政評価の検討が要請されている。具体的には評価の時期、視点、方法、主体などの検討が必要となる。

②　評価の時期

評価は、施策の実施後のみならず計画段階、実施段階においても必要である。計画段階で行う事前評価では、施策の必要性、効率性、有効性等を十分に評価し、この結果、十分な効果が期待できず、必要性が低い施策に関しては取り止めることも選択肢として挙げられる。

また、実施段階においても中間評価として、「他の施策との関連性から必要性や期待効果が変動していないか」、「進捗状況が計画通りか」等の観点から検討することが必要である。たとえ実施段階に入っていても、他の施策との関係から、効果が著しく下がったり、大きな損失を生み出す可能性が確認されたりするのであれば、中止することも選択肢として挙げられる。

もちろん、期待通りの有効性や効率性が実現できたのか、費用対効果がどのようになっているのか、といった内容を事後的に評価して、今後の施策の展開に役立てることも不可欠である。

③　評価の視点


評価の視点は、行政のマネジメントサイクルと密接な関連がある。施策（プログラム）を評価する場合、アウトプット（事業実施量）とアウトカム（事業成果）を区別する必要がある。一般にアウトプットは短期的な指標、アウトカムは長期的な指標と言われているが、ＩＴ投資では、アウトプットとアウトカムにはそれほどタイムラグは存在しない。したがって、施策の最終的な目標であるアウトカムを重視しつつも、アウトカムの捕捉が困難な場合もあることから、これを補完する意味でアウトプット評価も行うことになる。

施策により「便利になった」、「効果があった」等、定性的な評価はこれまでも行政機関でも行われてきた。しかし、定性的な記述では、その程度が曖昧であり、有効性等を明確に把握することができない。そのため、定量的な評価を行うことが不可欠となってきており、政策評価法においても、「出来るだけ定量的に行うこと」と示されている。

以上のような関係を図示すると、以下の様になる（図3-7）。

図 3-7 行政マネジメントサイクルと評価の視点


④　評価方法


評価の方法に関しては、政策評価法において「当該政策の特性に応じた合理的な手法を用い」とあるように、汎用的な手法だけではなく、業務・システム最適化の評価に適した手法を活用することが望まれる。行政評価は内部（自主）評価、つまり行政機関自身による評価を中心に普及している。定量的、客観的な指標を他の地域や行政機関と比較するベンチマーキング等や外部評価もひとつの方法である.
総務省における事業評価シート中央省庁における行政情報化を所管する総務省行政管理局では、2001年4月に『総務省政策評価実施計画』を策定し、「総務省政策評価実施要領」に基づき政策評価を実施している。同要領では評価の観点として、「必要性」、「効率性」、「有効性」、「公平性」、「優先性」の5つを提示しており、評価対象の性質等に応じて適切な観点から評価するとしている。観点の説明としては以下のとおりである。

5 評価主体


評価主体は、各府省内部の行政評価担当が行うのが原則である。その過程で外部の有識者、シンクタンク等を活用する場合もある。省庁横断的な情報政策の評価については、行政情報化委員会において全庁的な検討、調整が準内部的評価として行われている。予算化された後の執行段階においては、外部の中立的なコンサルタントを活用して仕様書を作成することで、情報システムに求められる要件等について客観的、専門的な視点からのチェックを行っている。外部の評価には、議会、会計検査院、政府以外の政策提言機関等が行うものも含まれる。
補論：電子政府予算のモデル事業


1 背景と概要


　現在政府では、平成１６年度予算要求に置いて、予算制度改革のモデル事業として、予算制度の柔軟な運用に試行的に取り組んでいる。中でも、電子政府関連事業は、事後的な評価を強化する一方、予算執行の内容を柔軟化することにより予算執行効率の向上が期待できる分野として注目を集めている。

　電子政府予算に、予算の柔軟な執行が求められる背景は次のとおりである。

· 情報システムの調達において、次年度以降の高額な随意契約を暗に前提とした初年度の極端な安値落札が課題となっている。このため、契約の複数年度化が必要である。

· ＷＴＯ手続き等のため契約準備期間が長期を要し、開発着手の遅れが常態化しているにもかかわらず、単年度予算の縛りがあるため、短納期となるものがある。このため、情報システムの質がなかなか向上していない。

· 業務毎にバラバラに構築され、つぎはぎだらけとなったシステムを、最新の技術に基づいて統一的に改良・運用できるよう、システム開発プロジェクト間の一層柔軟な連携・統合が必要である。

· 現場自身が予算の効率的活用に向けてのインセンティブを持てるような予算執行の仕組みを考える必要がある。

このため、以下のような目標設定を行うことにより、予算の柔軟な執行に取り組むことが検討されている。評価の議論の参考になると思われるので、ここに簡単に紹介する。

2 電子政府関連予算を「モデル事業」とする際の目標設定


情報システム関係費用は、大きく①新たにシステムを開発・調査するための経費と、②システムを運用するための経費に分けられる。

①については、基本的に成果物提供型の事業となり、期間及び成果物の仕様の設定が重要であることから、その終期において評価を実施することが適当である。一方、②については、基本的に役務(サービス)提供型の事業となり、運用に定められた終期がないこと、特定の成果物があるわけではないことから、目標の内容を①とは別に設定する必要がある。

したがって、①については、最終成果物の納入時を終期として評価を行うこととし、②については、一定の評価期間（今回は３年を想定）を設定した上で、評価を行うこととする。

なお、その際の評価目標は、以下のような内容のものが考えられる。

· 電子政府構築計画の実現

2005年度までに世界最高水準の電子政府となるべく策定された「電子政府構築計画」の内容に則したシステムが完成しているかどうかを目標とする。また、その成果を客観的に検証するため、全府省のシステムを対象とした第３者による電子政府進捗度の国際比較評価を参照するとともに、当省のシステムを対象とした調査機関による第３者評価を積極的に実施し、本計画実施前後での客観評価を行い、世界的にもTop10に評価されるもの（現在は15位）とする。

· 情報システム開発・運用効率の向上

　システム開発・運用におけるシステム単位あたり実投入工数を○％以上効率化させる。実投入工数の算定にあたっては、最新のソフトウエア工学の成果であるEVM等の手法を活用する。

· 利用者満足度の向上

　システム毎の利用者（申請者等当該システムを活用して当省にアクセスする国民等）を対象に、成果物に対する現実的な期待内容を抽出し、半数以上のユーザから、その期待に応える成果が上がったとの評価（注１）を得ることとする。

【注１】　利用者満足度が低い場合にも、導入初期段階の止むを得ぬ問題と、本質的にシステムが目指すべき方向性が誤りである場合があることに留意が必要。

（2）目標の設定


評価のためには、まず業績測定のための尺度としての目標が定められる必要がある。目標の設定の一般論を最初に説明し、ついで電子政府のＩＴ投資の評価の視点を考慮する。

①　理想的な目標設定ステップ

　　

理想的な目標設定の流れを概説すると以下の図のようになる（図3-8）。

図 3-8　理想的な目標作成ステップ


各府省において、まず、府省が「こうありたい」と望む姿、理念、ドメインを明らかにしたビジョン及び社会との関わりの中で部課レベルも含めて役割、使命をミッションとして明らかにされる必要がある。これは、国会の立法、予算措置を伴うのが一般的であり政策（Policy）として特定の行政課題に対応するための基本的な方針として示される。ミッションを達成するにあたってこれを施策（Program）として具体的な方策・対策として具現化するために、実現したい方策・目標の設定し、その方策・目標を達成するための条件検討のために、国内外の環境分析（内部の強み（Strength）、弱み（Weakness）、外部の機会（Opportunity）、脅威（Thread）を行い、重点的に資源投下をすべき範囲を主要成功要因（Critical　Success　Factors　）として明らかにしアクションプランを企画する必要がある。この施策段階からこれらの方策・対策を具現化するための個々の行政手段としての事務事業（Project）もアクションプランの策定にあたってコントロール目標が設定される。

　　このためにベストプラクティスとしてバランススコアカードを用いるのが一般的である。業績測定参照モデル（PRM）で紹介したように米国政府でもバランススコアカードを変形したものをEAおよびＩＴ投資の評価指標として用いている。これらの評価指標は、定量的に測定出来るようにするのが望ましい。

②　電子政府の目標

電子政府構築計画では、｢利用者本位の行政サービスの提供｣と｢予算効率の高い簡素な政府の実現｣を目標としてかかげている。行政サービスの利用者の視点では、約52,000件の申請業務の電子化、申請窓口の一元化、ワンストップサービス化、支援センターの整備（案）が具体的目標として設定されている。後者の簡素な政府の実現のためには、ＩＴ化に対応した業務改革を行い内部管理業務の重複業務の排除、多段階決済の見直しなどの効率化、合理化が示されている。行政サービスの向上のために従来の一方的な｢統治｣から双方向の｢協働｣へと変化させる試みも行なわれている。

これらの目標を、各府省で具体的な事業目標として展開するために、各府省におけるミッションをベースに、それを達成すべく政策・業務の施策が行なわれ、具体的な目標数値が測定可能な形で設定されるのが理想的である。しかし、これまでにこのような文化のないなかで新たな取組を示すことにはかりの抵抗が予想される.1996年よりEAに取り組んでいる米国政府でも本年度より新規IT投資案件の予算要求（2005年度以降）に対してバランススコアカードの区分に類似した業務結果、顧客サービス、プロセス活動、技術に対しての事後的な評価のための指標を各々一つ示すことを要請し始めたところである。この取組は、我が国でも参考になるとおもわれる。

すでに移行計画の方針作成のなかで機能レベルでの外部委託化の方針の例を示したが、このような形で①ＩＴ投資の効率化・合理化、②顧客志向への転換による高度な行政サービスの実現、③統合化・合理化のためのビジョン／設計思想の提示などについての具体的方針で当面代替することが現実的な解となりうる。　

（３）評価の方法


既に目標の設定が行なわれれば、これに対して予定どおり行なわれているかPlan　Do　Check　Aｃｔのサイクルの中でチェックを行う必要がある。これを民間ではコントロール/モニタリング/監理などと読んでいる。

1 チェックの頻度

チェックの頻度は、制度的の要請として年度ごとに行なわれるもの以外に定常的に四半期、月次、旬次、週次、日時、リアルタイムなどが考えられる。重要なＩＴ投資や要求されているサービスレベルが厳密であるほどその頻度が多くなるのは言うまでもない。

2 具体的手法

評価の手法には、様々なものが考えられる。以下にそのいくつかのものをリストした。EAにおいても標準的なツールの提供が望まれる.

　

補論：　ポートフォリオ管理における情報化施策の行政評価

　　　　　ポートフォリオ管理の意義


ＩＴ投資の健全な投資の意思決定は、全体的な情報資源の状況が把握されていることを前提とし、ＩＴ投資がポートフォリオとして管理され、代替的ＩＴ投資とその必要資金、資源共有の可能性などの情報を容易に入手できるようになって初めて可能となる。ここでは、更に進んだＩＴ投資管理の評価の方法としてポートフォリオ管理を紹介する。
　

ただし、この状況は、知識ベース／ポータルの整備がなされた移行、すなわち、基本的にはＥＡのフレームワークと最低限のＥＡプロセスの導入が達成される水準で、業務・システムの統合が進んだ段階移行でしか適用できない。しかし、ポートフォリオ管理が適用できない段階にあっても、あらかじめその考え方と方向は理解した上でＩＴ投資・プログラム管理を行うのが望ましい。ここでは、その方向性を確かなものとするために基本的な考え方を紹介する。

　　　ポートフォリオ管理の考え方


システム最適化のためのIT投資の意思決定は、EAの各体系での府省間を超えた水平的全体最適と各政策・業務体系ごとの垂直的な全体最適との関連もふくめて慎重な判断が必要となる。
このために、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィス業務のそれぞれについて政策・業務体系だけでなく、データ体系、適用処理体系、技術体系に区分したIT投資のポートフォリオ管理を行う判断基準の設定と合意がとられるのが望ましい。

　ポートフォリオ管理とは、財務管理に利用されている投資のポートフォリオ管理の考え方をＩＴ投資にも活用するもので、米国政府のプログラム管理における最近の動きである。ＩＴ投資の健全な投資の意思決定は、全体的な情報資源の状況が把握されていることを前提とし、ＩＴ投資がポートフォリオとして管理され、代替的ＩＴ投資とその必要資金、資源共有の可能性などの情報を容易に入手できるようになって初めて可能となる。ポートフォリオ管理は、 主としてＩＴ投資事前評価と選択のプロセス、業務と特定の活動を示したものであり、組織戦略上重要な最も大きな価値と貢献をもたらすようにポートフォリオの定常的な評価、優先付け、予算の検討、決定を行うものである。ポートフォリオ管理を通して、組織はそれらの効果、コストおよびリスクに関して競合する投資案間のトレードオフを明確に評価することができる。あるＩＴ投資プロジェクトにより何を得、何を失うかを良く理解した上で意思決定をすることができる。

図 3-9 　ポートフォリオ管理(1)
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図 3-10　ポートフォリオ管理(2)
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ポートフォリオ管理は通常以下の５つのプロセスからなる。
① ポートフォリオの目標と目的の明確化する
ポートフォリオによって何を達成することが期待されているか明確に示す
② ポートフォリオの理解、受入れそしてトレードオフの決定
他にどれだけ投資しているかを理解した上で各投資の額を決定する。
③ リスクを明確にし、リスクの回避、最小化、多様化をさせる
過度のリスクを避け、許容リスクの限度を超えないようにプロジェクト間にリスクを分散させ、悪影響を最小化させるＩＴ投資の組み合わせを選択する。
④ ポートフォリオの成果をモニタリングする
ポートフォリオが目標と目的の達成に貢献しているかその度合いを把握する。
⑤ 望んだ目標を達成する
これらによって、投資の総計という形で望んだ目標が達成されるという確信を持つ。

ポートフォリオ管理に即した目標管理の仮想事例


以下では、フロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィス業務における仮想的な課題を例にとり、ポートフォリオ管理における目標設定の考え方を簡単に紹介する。ポートフォリオ管理では、水平的な視点と垂直的な視点の双方から、全体最適化の進捗度合いできるように、目標を整理し、議論する。

業務・システム最適化計画の導入が進んできた段階では、「最適化の実施内容」として、ポートフォリオ管理の考え方に基づき、以下のようなスタイルの記述を行うのも一案である（表3-2）。

表 3-2 　IT投資ポートフォリオ枠の例

1 水平的全体最適化


ｉ）　技術体系

各府省を越えた水平的な全体最適の視点より技術体系関連をみると、究極的には、全府省の庁内LANのレベルでの府省間の相互運用性、可搬性、拡張容易性の保証されたネットワーク中心の運用が行われている。Webサービス技術は、その方向に沿うばかりでなくレガシーとオープン技術の混在環境にたいして柔軟な現実的対応策を提供しうる新技術であり注目に値する。この分野への投資は、中程度のリスクではあるが、一度投資をするとその影響が長期に及ぶため将来の業務、技術の不確実性のリスクがかなりある。この分野は、コスト削減を目標とするのが一般的である。府省間、民間等との相互運用性、可搬性、拡張容易性を高めるためには、技術参照モデルにより新規、推奨、陳腐化技術の情報を整備し、共有することが緊急の課題といえる。セキュリティについても忘れてはならない。

ｉｉ）　適用処理体系
適用処理体系関連は、二つの視点でみる必要がある。一つ目は、共通業務としてとらえられる範囲を抽象化でできるだけ拡大し、ERP、パッケージ利用、共通システム開発等により各府省での開発業務を基本的に認めない方向性を打ち出すことを究極の目標とすることである。二つ目は、ネットワーク中心でリアルタイム、24時間常時の住民サービスを提供するためのアプリケーション整備および府省内部業務のWebサービス化である。こちらでは、ルック＆フィールを高めるツールの整備と柔軟な開発を認めることも課題となる。

ｉｉｉ） データ体系
データ体系関連は、適用処理体系のふたつの視点を実現するために、ひとつはERPの導入等にも柔軟に対応できる統合化、抽象化データベースの設計が課題であり、他のひとつは、Webサービス等によりサイバースペース（エクストラネット、イントラネット等）の空間を自律性をもっていかに相互運用性のある情報交換に絶えうるように設計するかである。このためには、お互いにデータが読めるように分類法（タクソノミー）やタグ（情報のバーコードのようなもの）を情報のロジステックスを確保するための社会基盤整備がデータ様式の標準化とあわせて緊急に行なわれる必要がある。これは、セキュリティ、個人情報保護の基礎となるデータのオーナーシップを確立するための最低条件ともいえる。

iv) 政策・業務体系
政策・業務体系においても、2つの視点は重要である。すなわち、ひとつは行政サービスのインターネットを利用したリアルタイム化、ペーパレス化であり、もうひとつは、判断業務の伴わないバックオフィス業務の外部委託、統合と集中による改革（リエンジニアリング）である。

ここで、もうひとつ行政のコアコンピタンスを含むミドル業務をバックオフイスタイプの事務的業務と企画支援知識サービスのフロントオフィス業務にいかに区分するかが課題であり、最も行政の付加価値を生むのはこの分野である。
　　
2 垂直的全体最適化


垂直的全体最適化は、業務・システム体系一覧（BRM）の分類体系に示される機能ごとにいかに重複をなくし抽象により統合できるかがスタートポイントである。それぞれの、分類体系の特徴と垂直的にとらえた投資の費用対効果の概要を検討すると以下の様になる。
ｉ）　バックオフィス業務（内部業務）

バックオフィス業務は、主として経営資源にかかわる人事・給与（ヒト）、財産・物品管理（モノ）、会計、購買（カネ）と庶務業務からなる（図3-11）。バックオフィス業務の最適化及びIT投資は、リスクが低くかつ効果は人員削減等も含めて確実に２５％から４０％の効果の出せる分野である。
この分野の課題は、技術体系におけるレガシー環境オープン化にかかる時間の短縮、適用処理体系におけるERPパッケージ等の導入、その前段階としてのデータ体系における抽象化、統合化、業務・政策体系作りにおける業務抽象化作業での機能としての合意作り。さらに、合意に基づく制度、組織の変更、削減人員の他部門への移動、研修による新制度の定着が最も時間を要する作業として必要となる。
システムそのものの開発は、抽象化をベースにすることで品質、コスト、納期の問題は容易に解決できよう。フロントオフィス業務と同様に内部業務の電子化、ペーパレス化の方針が明確に制度として謳われることにまだ課題がある。
図 3-11　内部業務


iii) フロントオフィス業務

ここでフロントオフィス業務とは、直接的、間接的に国民、企業等に行政サービスを提供するものであり、業務・システム体系一覧（BRM）では、２３の業務分類、８８のサブ業務分類が行なわれている。これらの業務を実施する方法として示された以下の機能が主としてフロントオフィス業務に関わるものである（図3-12）。

図 3-12　業務実施方法　　　

　このなかでも、申請/届出の受付と管理は、電子政府計画にも明確にうたわれているように約５２，０００の申請業務の電子申請化が、最も戦略的なプロジェクトとなっている。戦略的プロジェクトは、ハイ・リスク/ハイ・リターンであり、失敗率は５０％とみた慎重な取組が必要である。　EAを作成し、４つの体系の現状と各府省の取組の透明度をまず高めることが緊急の課題であり。このことにより失敗のリスクを大幅に減らすことができる。
　その他の業務実施方法についてみるならば、間接的な行政サービス提供としての自治体への委託等、団体活用、調整を前提とした財務的支援措置の実施等がある。これらはバック、ミドルオフィス業務の性格を持つものも多い。また、レガシーシステムもあり最も複雑で調整が必要な分野でもある。
技術体系については、各府省間、府省と自治体間、自治体間の技術体系については、LGWAN、霞が関WAN等で標準化がはかられているが、それぞれの組織内のLANや環境については現状の把握と透明度の向上、標準化はこれからの課題である。
適用処理体系、データ体系の課題も多い、52,000の申請業務に対する相互運用性確保のためのタグ、分類法（タクソノミー）の策定、電子政府の実現に必須の電子鍵の世代管理、電子公文書の保管アプリケーション等の基本的な課題もふくめて具体的な取組がアプリケーションレベルで必要である。また、セキュリティのかけかたもデータのオーナーシップを明らかに出来るレベルに高めることが必要である。
ｉｖ）　ミドルオフィス業務
政策支援ツールとして明らかにされた以下の業務が行政企画に主として関わるものである（図3-13）。このうち実施については、フロントオフィス業務としてすでに検討している。他に補助金等バックオフィスと密接な関連を持つものもみられる。
図3-13　政策支援ツール（ミドルオフィス業務に主として関わるもの）
この分野の投資は、データベースの情報関連にかかわるものが多く、知識ベースとしての設計を行ったとしても、価値を創造する情報として活用されないリスクがあり、中程度のリスクがあるといえる。しかし、知識情報の共有のプロセスを政策支援ツールのプロセスに持ち込むことにより大きく創造性を高めることができる。EAも行政企画をささえる重要な知識情報のひとつとなるであろう。

技術体系としては、既存のフロントオフィス、バックオイス系の情報基盤が整備されていることを前提とするなら、データベースを中心とした統合化およびフロントオフィス、バックオフィスとのインターフェース、相互運用性が課題となる。
適用処理体系としては、各々の支援ツールの共通部品化（パッケージ化）が課題となる。しかし、ほとんどのものはワークフローと知識情報データベースを基礎とした小規模のアプリケーションであり、ルック＆フィールを高める開発ツールを用意することで大幅な開発生産性を高めることができる。
データ体系では、知識ベースの分類法（タクソノミー）の整備とタグ整備がフロントオフィス業務と同様に大きな課題となる。

補論：ＥＡ活用度合いの評価とＥＡプロセス成熟度における情報化施策の行政評価

　　　（１）　ＥＡ活用の評価

上記のような段階的導入を経て、各府省および省庁横断的に徐々にＥＡが策定されていくこととなるが、ＥＡそのものは、その後も継続的に改善・向上を続けなければならない。
政府のＩＴ投資という観点から最終的に重要なのは、業務・システムの統合に関する５年先の絵を正確に描くことではなく、状況に応じて臨機応変に業務から技術的なシステムまでを柔軟に変更することができ、かつ、全体の統合メリットを常に維持することができるような十分に練られたＩＴ投資管理プロセスを構築することである。そういう意味で、目指すべき業務・システムの姿の正確さを追求すること自体に目的があるのではなく、事情変化や技術変化に応じて柔軟に対応できるようなプロセスを構築することが、最終的にＥＡを活用する目的となる。

　 　（２）　米国ＥＡのプロセス成熟度評価


米国では、これをＥＡプロセスの成熟度 XE "成熟度" \y "せいじゅくど" として評価している。ＥＡを作成して活用するＥＡプロセスの成熟度を５つまたは６つの成熟段階にまとめ、組織のＥＡ構築 XE "EA構築" プロセスの成熟度を測定し、組織のＥＡ構築能力を評価する物差しとしている。ＣＩＯ XE "CIO" およびＩＴアソシエイト XE "ITA" は、組織がその場しのぎで対応している状態から、未成熟であるが全体の統合化計画に対応している段階を経て、組織化され統率のとれた成熟したＩＴ投資管理プロセスに至るまでの段階的な改善が行われるようにモニタリング XE "モニタリング" \y "もにたりんぐ" ／コントロール XE "コントロール" \y "こんとろーる" しなければならない。
　成熟度モデルの考え方は必ずしも一つにとは限らない。ここでは２００２年２月に米国連邦政府GAOが、各府省のＥＡの成熟度を評価し公表したモデルと商務省のモデルの内容を説明する。

なお、このGAOの報告書の改善案に従い２００３年より毎年各府省は、その成熟度を見直しOMBに報告し、各府省の検査官またはそれ相当の部署の検査を受けること、さらに議会の委員会への報告を行うことが義務づけられた。

　GAOの成熟度の概要は、以下の表4.6のようになっている。初年度であるので比較的簡単な質問項目でまとめられており、各府省のレベルがあがるにつれて変更されるものと思われる。
　なお、１１６機関全体の評価の結果は、図3-14に示す結果となっている。まだ、全体の半分近くが１のレベルである。ただし、省のレベルでは１４のうち３のレベルに達したものが４省ある。しかし、４，５のレベルに達した省はまだない。
　庁のレベルでは７６のうち５のレベルが１つ、４が３庁あり、３も６庁ある。また、独立行政法人では２６のうち４が１つ、３が３つである
。

図 3-14  GAO　ＥＡプロセス成熟度評価結果
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（３）　米国商務省のＥＡのプロセス成熟度


これからの我が国での段階的取組の参考のために米国連邦政府商務省（DOC）が独自にＥＡプロセス成熟度モデルを作成しているのでここに紹介する（図3-15～21）。

図 3-15 　米国商務省の成熟度の考え方
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図 3-16  DOC のＥＡ成熟度 XE "成熟度" \y "せいじゅくど" モデル
	
	要  点
	説  明

	０
	ＥＡ計画が存在しない
	ＥＡが存在しない

	１
	初期段階－インフォーマルなＥＡのプロセスは進行している
	プロセスは、場当たり的でインフォーマルである。技術やビジネスを横断的に統一的したアーキテクチャを構築するプロセスが存在しない。結果の成否が個人の能力や努力に依存している。業務の質が首尾一貫していない。
ＥＡプロセス XE "EAプロセス" やプロセスの改善についてのコミュニケーションがほとんどない。

	２
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" の開発中である
	基本的なＥＡプロセス XE "EAプロセス" が、プロセスガイドラインに基づいて文書化されている。
業務の責任が明確にされて業務が遂行されている。
アーキテクチャを構築するプロセス、担当者の役割と責任が明確に定義されている。組織の現状のレベルが明確に理解されている。ＩＴのビジョン、方針、ベースライン XE "ベースライン" \y "べーすらいん" および目標が認識されている。

	３
	ＥＡが定義されており、詳細に記述された手順とテクニカル参照モデル XE "テクニカル参照モデル" \y "てくにかるさんしょうもでる" の文書が存在する
	アーキテクチャが定義され、組織に情報が行き渡り、議論されている。GAP分析、移行計画、テクニカル参照モデル XE "テクニカル参照モデル" \y "てくにかるさんしょうもでる" 、標準化 XE "標準化" \y "ひょうじゅんか" の概要、移行計画が作成されている。各プロジェクトで費用対効果が考慮されている。ＩＴのゴールおよび方法が明確になっている。訓練および周知徹底が定期的に実施されている。
ＥＡと、戦略計画と予算プロセスと整合性がとれている。

	４
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" が定量的に管理されている
	ＥＡが開発と調達のガイダンスになっている。ＥＡが最新の内容であり、戦略計画と予算プロセスに適合するように、各種フィードバックと学んだ経験を踏まえて定期的に改良されている。各プロジェクトが、ＥＡ標準のアーキテクチャに照らしてレビューされている。アーキテクチャープロセスに結びついた品質評価尺度が捕捉されている。
品質評価尺度には、技術的な環境の安定性を考慮したＥＡアーキテクチャ・TRMの改訂およびアプリケーション XE "アプリケーション" \y "あぷりけーしょん" またはシステムの更新やグレードアップの実施周期が含まれている。
組織の各個人がアーキテクチャとその利用方法について理解している。

	５
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" を継続的に改善するプロセスが最適化されている
	アーキテクチャの評価尺度がＥＡの継続的改善を促進するために使用されている。プロセスがBPR(Business Process reengineering)やその他の指標達成を促進させている。


図 3-17  DOCのＥＡ成熟度モデル（付表１-政策・業務との整合性、上級管理職の関与）

	レベル
	特 徴

	
	政策・業務との整合性
	上級管理職の関与

	０
	ＥＡ計画が存在しない
	ビジネス戦略あるいはビジネスドライバとの整合性はなし。
	必要としない。
全てを扱わないであろう。

	１
	初期段階－インフォーマルなＥＡのプロセスは進行している
	ビジネス戦略あるいはビジネスドライバへの最小か、あるいは暗黙の整合性あり。
	アーキテクチャは何であるか
なぜ我々はそれを必要とするか

	２
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" の開発中である
	ビジネス戦略への明示的な整合性あり。
	ＥＡの取組をマネジメントが認識。多くは、同意する。しかしＥＡを持つことに若干の抵抗。 

	３
	ＥＡが定義されており、詳細に記述された手順とテクニカル参照モデル XE "テクニカル参照モデル" \y "てくにかるさんしょうもでる" の文書が存在する
	ビジネスドライバ情報要求事項への明確な整合性あり。
	マネジメントは、ＥＡの有用性に気付き、支持する。
マネジメントが活発に支援する。

	４
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" が定量的に管理されている
	ビジネスドライバの定期的な再考。
エンドツーエンドプロセスサイクルタイム（コンポーネント XE "コンポーネント" \y "こんぽーねんと" の定義へのビジネスドライバ）が評価される。
	上層部がＥＡプロセス XE "EAプロセス" サイクルタイム、相違を再検討する。

	５
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" を継続的に改善するプロセスが最適化されている
	ビジネスリンケージのための要求事項を集めるプロセスの改善が行われる。
	ＥＡ開発とガバナンス XE "ガバナンス" \y "がばなんす" におけるプロセス改善を最適化することにマネジメントが係る。


図 3-18  DOCのＥＡ成熟度モデル（付表２-運営部門の参加、ＥＡプロセス XE "EAプロセス" 定義）

	レベル
	特 徴

	
	運営部門の参加
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" 定義

	０
	ＥＡ計画が存在しない
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" に運営部門が参加しない。
	存在しない。

	１
	初期段階－インフォーマルなＥＡのプロセスは進行している
	既に選択したアーキテクチャを示す限りでＥＡプロセス XE "EAプロセス" を支援。標準が業務の能力を抑止すると考えている。
	場当たり的、あるいは非公式の形式で存在する。 荒いプロセス草案があるかもしれない。

	２
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" の開発中である
	多くの種類のテクノロジーをサポートすることが大変という認識。
	活発に開発される。
プロセス定義は、広く伝達していない。

	３
	ＥＡが定義されており、詳細に記述された手順とテクニカル参照モデル XE "テクニカル参照モデル" \y "てくにかるさんしょうもでる" の文書が存在する
	ＥＡ 標準が統合の複雑さを減らし、ビジネス目標を達成するためのＩＴへの全体的な能力を拡張することができるという認識。
運営部門の大部分が活発にＥＡ定義に参加する。
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" で定義されたＩＴ運営部門の責務は各業務管理者や関係者に伝達されている。

	４
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" が定量的に管理されている
	全ての運営部門は活発にＥＡプログラムに参加する。
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" は、他の中核となるＩＴとビジネスプロセスに強く連携し、文化の一部となっている。

	５
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" を継続的に改善するプロセスが最適化されている
	運営部門から全ての要素がフィードバックされＥＡプロセス XE "EAプロセス" の改善が継続的におこなわれている。
	最適化し、そして連続的に ＥＡプロセス XE "EAプロセス" 定義を改善する真剣な努力が行われている。


図3-19 DOCのＥＡ成熟度モデル（付表３- ＥＡ開発、ＥＡコミュニケーション）

	レベル
	特 徴

	
	ＥＡ開発
	ＥＡコミュニケーション

	０
	ＥＡ計画が存在しない
	なし。
	なし。

	１
	初期段階－インフォーマルなＥＡのプロセスは進行している
	話すべきアーキテクチャがない。 

若干の標準が場当たり的な手段によって確立されている。
	ＥＡの最後のバージョンは、文書化されているが、関係者に公開する手続が存在しない。

	２
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" の開発中である
	アーキテクチャ標準が存在するが、必ずしも全体的な論理アーキテクチャと整合性がとられていない。
TRM XE "テクニカル参照モデル" \y "てくにかるさんしょうもでる" と標準が確立されたフレームワークがある。 XE "フレームワーク" \y "ふれーむわーく" 
	ＥＡの文書化は、定期的に更新されている。ＥＡプロセスが会議 XE "EAプロセス" などで話会われ始めるが散発的である。

	３
	ＥＡが定義されており、詳細に記述された手順とテクニカル参照モデル XE "テクニカル参照モデル" \y "てくにかるさんしょうもでる" の文書が存在する
	ＥＡ標準開発が論理的ＥＡの原則とベストプラクティスによってビジネスドライバと整合性がとられる。 

部分的にTRM XE "テクニカル参照モデル" \y "てくにかるさんしょうもでる" と標準プロフィールを作成。
	ＥＡドキュメントは、定期的に最新のものが内部のWebサイトによって公開される。ツール XE "ツール" \y "つーる" 類がＥＡドキュメントを保守するために利用される。関係者に定期的なプレゼンテーションや訓練が開始される。

	４
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" が定量的に管理されている
	ＥＡのコンポーネント XE "コンポーネント" \y "こんぽーねんと" は、デファクトスタンダードによって定義される。完全なTRM XE "テクニカル参照モデル" \y "てくにかるさんしょうもでる" と標準プロフィールの開発が終了。実装したシステムのＥＡ適合度が評価される。
	ＥＡドキュメントが規則的に更新され、ＥＡの内容がモニタリング XE "モニタリング" \y "もにたりんぐ" される。規則的に関係者にプレゼンテーションされる。
ＥＡ訓練の状況が報告される。

	５
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" を継続的に改善するプロセスが最適化されている
	例外プロセスがＥＡ定義プロセスを改善する。
	例外プロセスがＥＡコニュミケーションプロセスを改善する。


図3-20　DOCのＥＡ成熟度モデル（付表４- ガバナンス、プログラムマネジメント）

	レベル
	特 徴

	
	ガバナンス XE "ガバナンス" \y "がばなんす" 
	プログラムマネジメント

	０
	ＥＡ計画が存在しない
	なし。 自分自身のみ。
	正式のプロジェクトマネジメントのスキルの研修はなし。

	１
	初期段階－インフォーマルなＥＡのプロセスは進行している
	アーキテクチャの明白なガバナンス XE "ガバナンス" \y "がばなんす" はなし。
	プロジェクトマネジメントのスキルの訓練が多少ある。 ミッション計画のための正式な優先度設定メカニズムの欠如。

	２
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" の開発中である
	少数のアーキテクチャの標準に対する明確なガバナンス XE "ガバナンス" \y "がばなんす" が存在。 

GAPが設計 XE "デザイン" \y "でざいん" と開発導入フェーズで不明になるおそれはある。
	計画を立てることと、活動のスケジュール作りにおいては、その時点のＥＡ開発と整合性あり。 

	３
	ＥＡが定義されており、詳細に記述された手順とテクニカル参照モデル XE "テクニカル参照モデル" \y "てくにかるさんしょうもでる" の文書が存在する
	ＩＴ 投資の大部分で明確なガバナンス XE "ガバナンス" \y "がばなんす" が存在。 

GAPを管理する正式なプロセスがある。
	将来の ＩＴ 人員確保要求事項が技術的なアーキテクチャを目標に基礎を置いた。
チェンジマネジメントが存在し、正式なアーキテクチャレビューに関連づけられる。

	４
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" が定量的に管理されている
	ＩＴ 投資の明確なガバナンス XE "ガバナンス" \y "がばなんす" 。
GAPを処理する正式のプロセスによりＥＡにフィードバックする。
	プログラムマネジメントに業務担当者が参加する。緊急時対応計画要求事項が ＩＴ アーキテクチャ計画サイクルに入れられる。

	５
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" を継続的に改善するプロセスが最適化されている
	プロセス例外によりガバナンス XE "ガバナンス" \y "がばなんす" プロセスを改善する。
	政策評価プログラムが実施される。
ミッションはターゲット XE "ターゲット" \y "たーげっと" ＥＡ移行計画に基づいて改訂される。


図3-21　DOCのＥＡ成熟度モデル（付表５-全体的なＥＡ、ＩＴ 投資と調達戦略）

	レベル
	特 徴

	
	全体的なＥＡ
	ＩＴ 投資と調達戦略

	０
	ＥＡ計画が存在しない
	正式のモデリング技術と文書はない。 ミッションプロセス、情報エンティティあるいはアプリケーション XE "アプリケーション" \y "あぷりけーしょん" の一覧はない。
	ＩＴ 調達戦略なし。

	１
	初期段階－インフォーマルなＥＡのプロセスは進行している
	ミッション、情報とアプリケーション XE "アプリケーション" \y "あぷりけーしょん" 要求事項は、技術的なアーキテクチャだけの中で存在する。
	既存の標準プロフィールへの厳守はない。 エンタープライズアーキテクチャプロセスにおける戦略上の計画と調達官の掛かり合いはない。

	２
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" の開発中である
	基本的なアプリケーション XE "アプリケーション" \y "あぷりけーしょん" 一覧が存在して、そして維持される。  ビジネスモデルがミッションの一部について存在する。
	既存の標準プロフィールへの若干の厳守。 調達や調達内容についての正式なガバナンス XE "ガバナンス" \y "がばなんす" はわずか若しくは存在しない。

	３
	ＥＡが定義されており、詳細に記述された手順とテクニカル参照モデル XE "テクニカル参照モデル" \y "てくにかるさんしょうもでる" の文書が存在する
	アプリケーション XE "アプリケーション" \y "あぷりけーしょん" 一覧がミッションに関連づけられる。 システムは技術的な条件とミッション価値の基本的なポートフォリオの中で分類されている。エンタープライズビジネスモデルが存在して、そして設計 XE "デザイン" \y "でざいん" と開発導入に利用される。
	ＩＴ調達戦略が存在し、ＥＡを遵守している。既存の標準プロフィールへの厳守。 RFIとRFPはＥＡによって影響を与えられる。
調達官は活発にＩＴガバナンス XE "ガバナンス" \y "がばなんす" 機構に関係している。

	４
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" が定量的に管理されている
	アプリケーション XE "アプリケーション" \y "あぷりけーしょん" ポートフォリオ計画とビジネスモデリングがＥＡプロセス XE "EAプロセス" モデルの中で示される。モデリング技術と方法の内容がよく理解され、共有されることを保証するために定期的に再検討される。 モデル利用度が測定される。
	全てのＩＴ調達は計画され、調達はＥＡによって導かれ、治められる。
RFI と RFP 評価は ＥＡ計画活動の中に統合化 XE "統合化" \y "とうごうか" されている。
テクノロジーとアプリケーション XE "アプリケーション" \y "あぷりけーしょん" 廃退計画が組み立てられて、そして現状ベースライン XE "ベースライン" \y "べーすらいん" 一覧の中に統合される。

	５
	ＥＡプロセス XE "EAプロセス" を継続的に改善するプロセスが最適化されている
	エンタープライズポートフォリオがアプリケーション XE "アプリケーション" \y "あぷりけーしょん" ポートフォリオに取って代わる。 エンタープライズポートフォリオがビジネスロジック、データ、インフラ、サービスレベルとビジネス変化をカバーする。
エンタープライズモデリングはナレッジポータル化され、 モデルがリアルタイムに更新される。
	無計画なＩＴ調達活動はない。


付録　　事業合意書　（プロジェクトチャータ）


ＩＴ投資の目的をいかに具体的に達成するかを、各事業計画の合意書として示し、関係者間でその情報を共有する必要がある。業務説明書がこの役割を担うものであるが、ここでは民間で利用されている事業合意書（プロジェクトチャータ）の内容の概要を紹介し、理想的なEA作成計画として何が必要かを示した。

事業実施合意書の目次の例

1. 目 的
　　　　　　　　　　　

2. 範囲（スコープ）


3. 成果物


4. 主要成功要因（CSF）

5. 目的到達度評価指標（KGI）

6. 前提条件


7. 制約条件


8. 効果分析指標（KPI）

9. リスク分析

この合意書は、事業実施当初から作成され目的、主要成功要因、目的達成度評価、効果分析指標の仮設定を行っている。これをさらに現状の抽象化分析を行った具体的なファンクション図（DMM）、業務プロセス図（DFD）をもとに外注委託、標準化・統合化、システム化等の方針を作成し関係府省と合意をとり業務最適化の方針が作成される。目標設定のためには外部内部の環境分析をもとに具体的な行動計画（アクションプラン）の方向性が示されるのがより望ましい。

また、業務最適化の方針に従って、移行計画をシステム最適化のレベルまで展開するために、順次その内容の具体化と詳細化をすすめていく必要がある。移行計画としての目標を明確にし、最終的には、提案依頼書（RFP）に具体的に、方針と目標が示せるようにすることが重要である。
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1. 目 的

（1） 環　境

　電子政府に関する情報システムの調達については、

　調達側の専門性が低く、必ずしも的確な調達仕様書（Request for Proposal　以下、

「ＲＦＰ」という。）が作成されていない

1 　システムの導入に際し業務・システムの合理化・統合化がなされていない

2 　行政組織としての学習能力を向上させるようなＩＴ投資企画・評価がない

といった問題から、情報システムの導入を活用して将来を見据えた効果的な行政サービスの実現が企図されているとは、言い難い状況にある。

このため、調達制度そのものの改善を図ると同時に、

1 　組織全体としての業務・システムの統合化・合理化戦略の策定

Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ（以下、「ＥＡ」という。）の策定

2 ＩＴ投資企画・管理の強化

Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（組織単位の施策管理）導入

Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（システム単位のプロジェクト管理）導入

　　を行い、併せて、個々のＲＦＰの質の向上をはかることが喫緊の課題となっている。

（２）プログラムの目的

　本プログラムの主要な目的（ゴール）を次に示す。

· 各プロジェクトの直接顧客に対し、ＥＡを作成・提供し、当該ＥＡの継続的活用についてコミットを得る。

· 参考：４プロジェクトについては、２．範囲（スコープ）を参照

· Chief Information Officer （以下、「CIO」という。）連絡会議メンバーに対し、各プロジェクトにより作成された成果物の公開等を通じて、全府省及び各府省におけるEA構築の動機付けを行う。また、CIO連絡会議が本年３月に合意予定の「電子政府構築計画の基本的枠組み」の中に、EA構築及びそれを実行できるＣＩＯ補佐官（ITアソシエイト）の設置を取り上げる。

· プロジェクト参加メンバー以外の各府省の担当者、ＩＴアソシエイト候補者やベンダー企業に対し、各府省におけるＥＡ構築本格化に向けた研修プログラムの参考資料の素材を用意する。

1． 範囲（スコープ）

　本プログラムは、次の４プロジェクトから構成される。

①　Business Reference Model (BRM)の策定、BRM策定・活用ガイドの作成
＜直接顧客＞経済産業省、内閣府、警察庁、総務省、財務省

②　電子申請システムに係るTechnical Reference Model (TRM)の策定、

TRM策定・活用ガイドの作成
＜直接顧客＞経済産業省、

<主要関係省庁＞国土交通省、総務省

③　人事・給与システムに係るEnterprise Architecture (EA)の策定、

RFP作成時のEA活用に関するリコメンド

＜直接顧客＞経済産業省

④　ＩＣカードシステムに係るEnterprise Architecture (EA)の策定、

RFP作成時のEA活用に関するリコメンド

 ＜直接顧客＞経済産業省

· さらに、本プログラムでは、４プロジェクトの相互関係及びEA全体の概説を行う。

2． 成果物

　電子政府構築計画の策定に向けて、活用すべきReference Model（以下、「RM」という。）及びEA並びにそのガイドを成果物とする。ＣＩＯ連絡会議向け、ＣＩＯ連絡会議ワーキング向け、ITアソシエイト等の専門家向けの区分に注意すること。

詳細は、各プロジェクトのチャーターに規定する。

	№
	成果物
	備 考

	１
	ＲＭ及びEAの概説と４プロジェクトの概説
	４プロジェクトの意義を解説する

	２
	ＣＩＯ連絡会議説明資料
	No.1.の対外説明用

	３
	各プロジェクトにおいて策定されるＲＭ及びEA
	ＲＭ及びEAの雛形や次段階のRFP作成作業のベースを提供する

	４
	EA研修教材の参考資料の素材
	可能な範囲で、材料を提供する


3． 主要成功要因（Critical Success Factor－ CSF）

· 各プロジェクトの直接顧客とのポジティブなコミュニケーション・協力関係の確立（全プロジェクト）

· ニーズに応じた柔軟なプロジェクトスコープの管理（全プロジェクト）

· 各プロジェクトの直接顧客からシステム構築を受託しているＩＴベンダーの、直接顧客からの指示に従った協力（ＴＲＭ、ＥＡ１、２）
· 緻密なスケジュール管理と、ＣＩＯ連絡会議・幹事会・各ＷＧへの定期的な成果報告（全プロジェクト）

4． 目的到達度評価指標（Key Goal Indicator－KGI（四半期ごと））

· ＣＩＯ連絡会議が、経済産業省におけるこれらの先行プロジェクトの成果を評価し、全府省への普及を促進する。

· プロジェクト成果物が、公開され官民で広く参照される（Webのダウンロード回数等で計測する）。

5． 前提条件

· 情報収集に関し、各プロジェクトの直接顧客及び主要関係省庁から必要な協力が得られる。

· CIO連絡会議の動機付けに当たっては、ＥＡそのものに対する完全な理解が得られるところまではゴールとせず、主として、①各プロジェクトの直接顧客が十分な満足を示していることを示すこと、及び、②満足を示すに至った各プロジェクトの成果物が公開されることによって行う。

6． 制約条件

· 2003年3月末までに、各プロジェクトの成果物及びそれらに対するガイドの公表が必要となる。

· 予算資源は、ニューメディア開発協会で指定するものに限定される。

· 人的資源は、ニューメディア開発協会による契約の対象となったものに限定され、その他については、自主的に対応可能範囲で関係者の協力を仰ぐ。

7． 効果分析指標（Key Performance Indicator－KPI (2003年3月まで1ヶ月毎))

本プロジェクトの目標とする効果分析評価指標を以下に示す。

1． CIO連絡会議（連絡会議、幹事会並びにWG１、２及び３）への成果物の報告回数と成果物の数

2． 各プロジェクトの成果物を踏まえて、自らのEA構築を表明した府省の数

3． 1月10日のプログラム・プロジェクトチャータの範囲、成果物の変更回数

4． 直接顧客プロジェクトへのITベンダーの協力獲得数

5． 共有データベース化された将来研修用資料の素材数、用語辞書登録数

8． リスク分析

9.1 リスク

· 各プロジェクトの直接顧客とのポジティブなコミュニケーションの確立の失敗。

· 直接対話する機会を増やすようプロジェクトオーナーサイドで調整するとともに、プロジェクトチームの側も、コミュニケーションのテーマを極力特定する。

· ＣＩＯ連絡会議のＷＧにも各プロジェクト代表者が直接参加し、プロジェクトの作業内容を極力提示することにより、各プロジェクトへの協力の確約を取り付ける。

· 一般人レベル、各ＩＴベンダー及び本プログラム参加者間での用語の共有の失敗

· 鍵となる概念は、徹底して意味を検証し、オリジナルのカタカナ用語ともっとも相応しいと考えられる意訳された日本語とを極力併記する。

· 用語辞書を充実させる

· 期間、人的資源不足

· 各チームの事務局によるスケジュール管理を徹底させる。

· To Beに関わる作業レベルの水準を、資源不足の状況を睨みながらプログラムの全体会議でコントロールする。

· ボランティアの協力を依頼する。

· プロジェクト成果物の中立性に関するネガティブな評価

· 各プロジェクトの直接顧客及び主要関係省庁の合意を得た上で、プロジェクトの中間成果物及び最終成果物を全て公開するとともに、ＣＩＯ連絡会議へも報告する。

9.2 コンプライアンス

· 情報の目的外利用の禁止

· 各府省及び民間企業の機密情報の保護

· 政府で既に予定されている人事制度改革、バックオフィス改革などの方針の遵守

· 成果物の公開に当たり、知的財産権その他の財産保護

· 成果物、将来教材参照資料の公開活用を原則とすることの確認

9.3 セキュリティ

セキュリティは、EAの重点項目と理解の上、それぞれのチームで以下の様に認識を

しておく必要がある。

· BRM　人的資源のセキュリティ・クリアランスのサブ・LOBに注意する

· EA１　アーキテクチャ内にセキュリティプロファイルのあり方を明示する

· EA2　カードの識別、認証、承認の機能のあり方に注意する。

· TRM　セキュリティについて申請から文書管理までの範囲をカバーする。

9.4 ポートフォリオ管理

· CIO連絡会議メンバーの満足度向上効果、直接顧客の満足度向上効果の大きさと資源、時間のリスクを勘案し全体的な最大効果を目指す

· 全体会議において各プロジェクトの直接顧客及び主要関係省庁との協力関係の状態をモニタリングする

· 全体会議において各プロジェクトに求める中間成果物をコントロールする
· 各プロジェクト代表者とＣＩＯ連絡会議のコミュニケーションを極力増やし、ＥＡ構築動機付けへの地ならし、及びプロジェクトへのその反応のフィードバックを行う。

9． スケジュール


	マイルストーン
	工程
	成果物
	主担当

	2003/01/18
	Project Charter整理

Program Charter整理
	Project Charter案

(作業ﾌｫｰﾏｯﾄｲﾒｰｼﾞ付き)

Program Charter案
	平本・・・・・ＢＲＭ

川本／小林・・ＴＲＭ

野村隆／斉藤・・ＥＡ１

野村静／遠藤・・ＥＡ２

松尾／村上・・Ｐｒｏｇｒａｍ

	2003/01/18
	コミュニケーション確立
	ヒアリングスケジュール
	各チーム

瓜生／村上

	2003/02/01
	As-Isモデル策定
	As-Isモデル案
	各チーム

	2003/02/15
	To-Beモデル策定
	To-Beモデル案
	各チーム

	2003/03/01
	モデル全体案策定
	EAプロダクトｲﾒｰｼﾞ
	各チーム

	2003/03/15
	EA案策定
	EAプロダクト案
	各チーム

	2003/03/15
	EA活用のための問題点の解析
	活用ための問題点分析文書
	各チーム

松尾／野村邦

	2003/03/31
	全体のとりまとめ
	全体のガイド
	各チーム

松尾／野村邦


10． 体制図



11． コミュニケーション
12.1 会議体
	会議体
	頻度
	参加者

	全体会議
	原則として２週に１回
（土曜日10:00～）
	牧内、瓜生、牧、村上、（川渕）
松尾、野村、平本、小林、斉藤、遠藤、真木、川本、野村隆、※、
宮沢、高瀬、亀尾、
国分／山本(ニュー協)　

	ＢＲＭ全体会議
	原則として２週に一回
（火曜日10:00～）
	瓜生、牧、村上、松尾、
高瀬、平本、小林、遠藤、赤尾、大槻、新内、丸山

	ＴＲＭ全体会議
	原則として２週に一回
（金曜日10:00～）
	瓜生、牧、村上、松尾、野村邦、宮沢、小林、葛西、川本、野村伸、平林、村上、遠藤

	ＥＡ１全体会議
	原則として２週に一回
（水曜日10:00～）
	瓜生、牧、村上、松尾、野村邦、真木、小林、斉藤、遠藤、佐佐、首藤、南野、野村隆、林

	ＥＡ２全体会議
	原則として２週に一回
（木曜日10:00～、可能なときはEA1と合同）
	瓜生、牧、村上、松尾、野村邦、真木、小林、遠藤、荒島、川波、野村静、渡辺、亀尾


· 参加者として定義された以外の各プロジェクト参加メンバーも、
　事情が許す限り極力直接参加する。
12． 研修計画　

13.1 直接顧客作業を優先
成果物を作成させることに資源を優先的にあて、将来の研修参照資料の作成はボランティア資源をできるだけ活用する。

13.2 将来の研修プログラム

将来の研修プログラムとしては、以下のものがある。いずれも共通の資料が利用できるように考える。

· 各府省のシステム利用者側の管理者、IT担当管理者、プロジェクト参画利用者、IT担当者向け

· ITアソシエイト候補者向け

· ITベンダー向け

13． ドキュメント標準

14.1 標準ツール

・MS-Word

・MS-Excel

・MS-PowerPoint

14.2 構成管理

・成果物のファイル名

ALL xxx･･･xxx _xxx･･･xxx_yymmdd.kkk

xxx･･･xxx：任意

yymmdd：日付

kkk：拡張子

14.3変更管理

（１） プログラム・チャーター

· 定期的見直し

定期的に実施される全体会議の結果を受けて「プログラム・チャーター」の定期的見　

直しを実施する。定期的な見直しの結果は、事務局がまとめ記録として保管する。変更の必要があると認められた「プログラム・チャーター」は、事務局が手順に従い改訂し全体会議の承認を受ける。

· その他の見直し

「プログラム・チャーター」は、次の場合に改訂の要否を検討し、必要に応じて改訂する。

· 範囲、成果物、スケジュール、プログラム組織が変更になったとき。

· 新たなリスクが認識されたとき。

· 全体会議での見直しにより変更を指示されたとき。

· 変更手順

事務局は、「プログラム・チャーター」を変更する必要が生じた場合には、全体会議

およびプログラムメンバーの支援を受けて早期に「プログラム・チャーター」の変更

を策定し、全体会議の承認を受けて関係者に変更の通知を行う。

（２）成果物

· 成果物変更管理の目的

成果物の変更管理は、成果物の変更を明確な管理体系の下で実施し、関係者への変更

通知を確実に行い、また変更の履歴を確実に残すための活動である。

① 新規に作成された、あるいは変更された成果物に対して、関係者全員が常に最新の同一ソフトウエアに基づいて業務を遂行できる。

② 同一個所の修正が個別に行われ、重ね書きなどにより最初の修正個所が失われる等の混乱を防止する。

③ 変更の提案が起きた時に、業務全体への影響を考慮して、最適な修正方法を採る事ができる。また、変更した範囲を的確に把握できる。

④ 変更の担当者や責任者の所在が明らかになり、不具合が発生した場合に迅速に対応する事ができる。

14． 成果物の変更手順（文書管理システムが明確化された時点で作成）

15． 参照文献

（1） ITアソシエイト協議会　中間報告書　

　　　　平成１４年１２月　　経済産業省　商務情報政策局

（2） THE BUSINESS REFERENCE MODEL VERSION 1.0

米国FEAPMO　(2002)  

（3） DoD Technical Reference Model Draft Version 2.0 (2001/1/10)

（4） E-Gov Enterprise Architecture Guidance (Common Reference Model)

Draft-Version 2.0 FEA Working Group (2002/7/25)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 3-2 コーポレート管理部門内での所掌範囲の違いの例
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図3-5  プログラム管理の流れの例
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10. スケジュール	


11. 体制図	


12. コミュニケーション


12.1 会議体


13. 研修計画


14. ドキュメント標準


14.1 標準ツール


14.2 構成管理	


15. 参照文献	








� 日本政府におけるＣＩＯ及びＣＩＯ連絡会議については、補注参照


� 詳細については、例えば、冨永章「アーンド・バリュー・マネジメント」正文社　2003年８月などを参照。


� � HYPERLINK "http://www.ipa.go.jp/security/ccj/cc_tutorial/pamphlet0304.pdf" ��http://www.ipa.go.jp/security/ccj/cc_tutorial/pamphlet0304.pdf�　若しくは、� HYPERLINK "http://www.ipa.go.jp/security/index.html" ��http://www.ipa.go.jp/security/index.html�


� IPAの関連活動について、� HYPERLINK "http://www.ipa.go.jp/security/enc/CRYPTREC/index.html" ��http://www.ipa.go.jp/security/enc/CRYPTREC/index.html�


� � HYPERLINK "http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a_01_f.htm" ��http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/a_01_f.htm�


� � HYPERLINK "http://csrc.nist.gov/policies/Subtitle-G2.pdf" ��http://csrc.nist.gov/policies/Subtitle-G2.pdf�


� 修正後の最新版は、� HYPERLINK "http://www.access-board.gov/sec508/guide/act.htm" ��http://www.access-board.gov/sec508/guide/act.htm�


� Paperwork Reduction Act, http://www.archives.gov/federal_register/public_laws/paperwork_reduction_act/3501.html


�　米国連邦政府CIO協議会　連邦ITセキュリティ評価フレームワーク　２０００年１１月を基に作成 


� � HYPERLINK "http://www.gao.gov/new.items/d026.pdf" ��http://www.gao.gov/new.items/d026.pdf�を参照
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